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１ 国民健康保険法施行条例（平成29年12月28日条例第66号）新旧対照表 

改 正 現 行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（国民健康保険事業費納付金の徴収） （国民健康保険事業費納付金の徴収） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の国民健康保険事業費納付金の額は、政

令及び国民健康保険保険給付費等交付金、国民

健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関す

る省令（平成29年厚生労働省令第111号）で定め

るところにより算定するものとし、政令第９条

から第11条の２までに規定する医療費指数反映

係数その他の係数等については、次条から第17

条の５までに定めるところによる。 

３ 前項の国民健康保険事業費納付金の額は、政

令及び国民健康保険保険給付費等交付金、国民

健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関す

る省令（平成29年厚生労働省令第111号）で定め

るところにより算定するものとし、政令第９条

から第11条まで  に規定する医療費指数反映

係数その他の係数等については、次条から第17

条まで  に定めるところによる。 

第４条～第17条 （略） 第４条～第17条 （略） 

第17条の２ 政令第11条の２第１項第２号イ(１)

の子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、

同条第３項第１号に掲げる額を同項第２号に掲

げる額で除して得た数を基準として、知事が定

める数とする。 

（新規） 

第17条の３ 政令第11条の２第１項第２号イ(２)

の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合

は、各市町村につき、同条第４項第１号に掲げる

数とする。 

（新規） 

第17条の４ 政令第11条の２第１項第２号ロの子

ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割

合は、各市町村につき、同条第５項第２号に掲げ

る数とする。 

（新規） 

第17条の５ 政令第11条の２第５項第２号イ(２)

の子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均

等割指数は、0.7とする。 

（新規） 

第18条～第25条 （略） 第18条～第25条 （略） 

  附 則   附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（削除） ４ 基金は、令和６年３月31日までの間、市町村に

対する持続可能な医療保険制度を構築するため

の国民健康保険法等の一部を改正する法律（平

成27年法律第31号）の円滑な施行のために必要

な資金の交付に必要な費用に充てるため、第22

条の規定にかかわらず、政令附則第21条に規定

するところにより、これを処分することができ

る。 
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２ 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例（平成12年３月24日条例第８号）新旧対照表 

改 正 現 行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ その他 ５ その他 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 飲食店営業のうち、簡易な営業（そのままの

状態で飲食に供することのできる食品を食器

に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡

易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業

（喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以

外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をい

う。）を含む。ただし、従業者が常駐せず全自

動調理機（自動的に食品を調理し、調理された

食品を提供する機能を有する調理器具であっ

て、政令第34条の２第２号の調理の機能を有

する自動販売機と同等以上の材質、構造、機能

等を有するものをいう。以下同じ。）により調

理された食品を販売する営業を除く。別表第

２の１の項⑴アにおいて同じ。）をする場合に

あっては、⑴の規定によるほか、次に定める基

準により営業をすることができる。 

⑵ 飲食店営業のうち、簡易な営業（そのままの

状態で飲食に供することのできる食品を食器

に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡

易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業

（喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以

外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をい

う。）を含む              

                     

                     

                     

                     

                     

                 。別表

第２の１の項⑴アにおいて同じ。）をする場合

にあっては、⑴の規定によるほか、次に定める

基準により営業をすることができる。 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

⑶ 飲食店営業及び菓子製造業のうち、自動車

において調理又は製造をする場合（飲食店営

業のうち、従業者が常駐せず全自動調理機に

より調理された食品を販売する場合を除く。）

にあっては、３の項⑷、⑼、⑿及び⒃の基準を

適用しない。 

⑶ 飲食店営業及び菓子製造業のうち、自動車

において調理又は製造をする場合      

                     

                     

にあっては、３の項⑷、⑼、⑿及び⒃の基準を

適用しない。 

⑷ 飲食店営業のうち、臨時的な行事に付随し

て仮設の店舗において簡易な調理をする場合

（従業者が常駐せず全自動調理機により調理

された食品を販売する場合を除く。別表第２

の１の項⑵において同じ。）にあっては、１の

項から４の項までの基準は適用しない。 

⑷ 飲食店営業のうち、臨時的な行事に付随し

て仮設の店舗において簡易な調理をする場合 

                     

                     

            にあっては、１の

項から４の項までの基準は適用しない。 

⑸ 飲食店営業のうち、従業者が常駐せず全自

動調理機により調理された食品を販売する場

合にあっては、３の項⑻、⑼、⑿、⒀、⒃及び

⒄並びに前項⑺の基準を適用しない。 

（新設） 

⑹～⑼ （略） ⑸～⑻ （略） 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

１ 飲食店営業 １ 飲食店営業 

⑴ 自動車において調理をする場合（従業者が

常駐せず全自動調理機により調理された食品

を販売する場合を除く。）にあっては、次に掲

げる要件を満たすこと。 

⑴ 自動車において調理をする場合      

                     

           にあっては、次に掲

げる要件を満たすこと。 

 ア～ウ （略）  ア～ウ （略） 

⑵ （略） ⑵ （略） 
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改 正 現 行 

⑶ 従業者が常駐せず、全自動調理機により調

理された食品を販売する場合にあっては、次

に掲げる要件を満たすこと。 

  ア 施設（全自動調理機を含む。イ及びカにお

いて同じ。）の全体の衛生状況を確認するた

めの監視設備を有すること。 

  イ 施設に異常が生じた場合に、当該施設の

営業者が全自動調理機を停止することがで

きる機能を有すること。 

  ウ 全自動調理機が、原材料の温度、調理の工

程等の状況を監視し、異常が生じた場合に自

動的に停止する機能を有すること。 

  エ 全自動調理機が、外部からの汚染等を防

止する構造を持つ、調理後の食品に係る保管

設備を有すること。 

  オ 全自動調理機が、調理後の食品について、

一定の時間を経過した場合には、当該食品を

提供しない機能を有すること。 

  カ 施設に異常が生じた場合に当該施設の営

業者と連絡ができるよう、当該営業者の連絡

先の掲示を行うこと。 

（新設） 

２～30 （略） ２～30 （略） 

 


